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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月31日(2014.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定光が通過する試料流路を有する本体と、前記本体の光入射側と光出射側に設けられ
た窓材とを備え、
　前記試料流路は、流体導入部に接続された第一の筒状流路と流体排出部に接続された第
二の筒状流路とを有し、
　前記第二の筒状流路は入射光軸に垂直な断面積が入射光の進行方向に沿って連続的に増
加している部分を有し、前記第一の筒状流路は入射光軸に垂直な断面積が一定又は前記第
二の筒状流路の断面積の増加よりは小さく入射光の進行方向に沿って連続的に増加してい
る形状であり、前記第一の筒状流路の光出射端における入射光軸に垂直な断面積が、前記
第二の筒状流路の光入射端における入射光軸に垂直な断面積以下であることを特徴とする
フローセル。
【請求項２】
　請求項１に記載のフローセルにおいて、前記第一の筒状流路及び前記第二の筒状流路の
入射光軸に垂直な断面の形状は円形、楕円形又は多角形であることを特徴とするフローセ
ル。
【請求項３】
　請求項１に記載のフローセルにおいて、前記本体が紫外から赤外の波長域の光の反射を
防止する材質で作製されていること、又は前記第一の筒状流路及び前記第二の筒状流路の
表面が紫外から赤外の波長域の光の反射を防止する性質を有することを特徴とするフロー
セル。
【請求項４】
　請求項１に記載のフローセルにおいて、前記本体が黒色石英又は炭素繊維を含む樹脂で
作製されていること、又は前記第一の筒状流路及び前記第二の筒状流路の表面が黒色石英
又はダイアモンドライクカーボン又は酸化亜鉛又は酸化アルミニウムで修飾されているこ
とを特徴とするフローセル。
【請求項５】
　請求項１に記載のフローセルにおいて、単独又は複数設けられた前記流体排出部の流路
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総断面積が前記流体導入部の流路断面積より大きいことを特徴とするフローセル。
【請求項６】
　請求項５に記載のフローセルにおいて、前記流体導入部の流路断面積に対する前記流体
排出部の流路総断面積の比が、前記第一の筒状流路の入射光軸に垂直な断面の最小断面積
に対する前記第二の筒状流路の入射光軸に垂直な断面の最大断面積の比以上であることを
特徴とするフローセル。
【請求項７】
　測定光を発生する光源と、試料を流すフローセルと、前記フローセルを透過した測定光
を検出する光検出器とを有し、
　前記フローセルは、前記測定光が通過する試料流路を有する本体と、前記本体の光入射
側と光出射側に設けられた窓材とを備え、前記試料流路は、流体導入部に接続された第一
の筒状流路と流体排出部に接続された第二の筒状流路とを有し、前記第二の筒状流路は入
射光軸に垂直な断面積が入射光の進行方向に沿って連続的に増加している部分を有し、前
記第一の筒状流路は入射光軸に垂直な断面積が一定又は前記第二の筒状流路の断面積の増
加よりは小さく入射光の進行方向に沿って連続的に増加している形状であり、前記第一の
筒状流路の光出射端における入射光軸に垂直な断面積が、前記第二の筒状流路の光入射端
における入射光軸に垂直な断面積以下であることを特徴とする液体分析装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の液体分析装置において、前記光源からの入射光の焦点位置が前記第一
の筒状流路の流体排出側よりも前記光源側に設定されていることを特徴とする液体分析装
置。
【請求項９】
　請求項７に記載の液体分析装置において、前記フローセルは、前記第一の筒状流路及び
前記第二の筒状流路の入射光軸に垂直な断面形状が円形又は楕円形又は多角形であること
を特徴とする液体分析装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の液体分析装置において、前記フローセルは、前記本体が紫外から赤外
の波長域の光の反射を防止する材質で作製されていること、又は前記第一の筒状流路及び
前記第二の筒状流路の表面が紫外から赤外の波長域の光の反射を防止する性質を有するこ
とを特徴とする液体分析装置。
【請求項１１】
　請求項７に記載の液体分析装置において、前記フローセルは、前記本体が黒色石英又は
炭素繊維を含む樹脂で作製されていること、又は前記第一の筒状流路及び前記第二の筒状
流路の表面が黒色石英又はダイアモンドライクカーボン又は酸化亜鉛又は酸化アルミニウ
ムで修飾されていることを特徴とする液体分析装置。
【請求項１２】
　請求項７に記載の液体分析装置において、前記フローセルは、単独又は複数設けられた
前記流体排出部の流路総断面積が前記流体導入部の流路断面積より大きいことを特徴とす
る液体分析装置。
【請求項１３】
　請求項７に記載の液体分析装置において、前記フローセルは、前記流体導入部の流路断
面積に対する前記流体排出部の流路断面積の比が、前記第一の筒状流路の入射光軸に垂直
な断面の最小断面積に対する前記第二の筒状流路の入射光軸に垂直な断面の最大断面積の
比以上であることを特徴とする液体分析装置。
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